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    方針の概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    方針の対象期間   

令和９年度～１１年度 

※令和 12年度以降は、子育て課が策定する「ひのっ子若者みらいプラン～日野市こども計画・日野市子ど

も・子育て支援事業計画」と一体化の予定 

     

    子どもと保護者の生活困窮の実態調査の概要 

♦調査対象：①市内在住の小学５年生とその保護者 約 1,700世帯 

②市内在住の中学２年生とその保護者 約 1,850世帯 

③市内在住の 16～17歳とその保護者 約 1,650世帯 

※①②については、日野市立小中学校在籍者以外の児童生徒、不登校や病気療養中等で学校

へ登校できない児童生徒も対象とする 

♦調査時期：令和 7年 9月頃 

♦調査内容： 

「①収入」、「②家計の逼迫」、「③こどもの体験や所有等の欠如」という３点に関する設問を入れ、こども

のいる世帯の貧困度合いを判定するための指標（生活困難度）を用いる。 

「困窮層」「周辺層」「一般層」という生活困難層ごとに分け、生活や学習の状況（普段の過ごし方や学習

理解度）、経済状況や保護者の状況等、どのような生活を送っているのかを把握する。 

 

    その他こども・若者の意見聴取の工夫 

    ♦児童館等でのインタビュー 

♦日野市地域共創プラットフォームの活用 

♦こども向けのパブリックコメントの実施 

♦子どもの貧困対策推進委員会へのこども・若者の参加 

リアルとオンラインの手法を用い、さまざまな切り口で子ども若者の声を集める 

     

    見直しスケジュール  裏面参照 

  

（仮称）第３期日野市子どもの貧困対策に関する基本方針の策定について 

 

学力や体験の格差、健康状態等が、将来の就労・所得格差の要因となり、世代を超

えて連鎖する懸念がある社会課題である「子どもの貧困」について、「全ての子ども

が将来に夢や希望を持ち、自分らしく成長できること」を目的に、本全庁的に対策

を推進するために策定しているもの。 

直近の子どもの生活実態や相対的貧困率、これまでの基本方針の評価、ひのっ子

若者みらいプラン、こども基本法、こども大綱、こどもの貧困の解消に向けた対策

の推進に関する法律等子どもに関する法律等を踏まえるとともに、子ども若者の

意見を反映し、見直しを進めていきます。 

 



 

  

国・都・他自治体の動向、日野市の
現状把握、実態調査の項目検討

第1回子どもの貧困対策推進委員
会

実態調査・ヒアリング等の検討（小
中学高校生、団体、子ども若者の意
見聴取、庁内調査など）

第２回子どもの貧困対策推進委員
会

大綱に基づく指標データの庁内調
査

関係事業庁内調査

日野市内の活動団体
「地域の活動内容等調査」

子ども・若者の意見聴取

小中高校生及びその保護者の生活
困窮の実態調査実施

日野市
子どもの低所得率調査

第３回子どもの貧困対策推進委員
会

素案作成

第４回子どもの貧困対策推進委員
会

素案見直し

第１回子どもの貧困対策推進委員
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会

パブリックコメント

第３回子どもの貧困対策推進委員
会

第４回子どもの貧困対策推進委員
会
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■R７からの変更点 

各回の委員会前に事前調整会議（庁内関係部署との調整の場）を開始 

■今後の委員会開催予定 

令和７年度（2025 年度） 

⬧ 第 1 回委員会（6 月） 子ども・保護者の生活実態調査票の確認 

⬧ 第 2 回委員会（8 月） 調査票の確定 ほか意見交換等の手法の検討 

⬧ 第 3 回委員会（12 月）調査・意見等の結果報告 

⬧ 第 4 回委員会（2 月） 素案の説明・確認（1 回目） 

令和８年度（2026年度） 

⬧ 第 1 回委員会（5 月） 素案の確認（2 回目） 

⬧ 第 2 回委員会（8 月） ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄの説明・確認 

⬧ 第 3 回委員会（12 月）ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄの結果報告・素案への反映箇所説明 

⬧ 第 4 回委員会（2 月） 方針の完成報告 


